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長岡市ふるさと納税業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名  長岡市ふるさと納税業務委託 

 

２ 業務概要 

（１）目 的   

長岡市（以下「市」という。）では、現在、「ふるさと長岡への応援寄附金」（以下、

「ふるさと納税」という。）の募集・受領を行なっており、寄附を行なった者（以下、

「寄附者」という。）に対し、お礼状、寄附金受領証明書及びその他関係書類等の送付

を行なっている。また、当該寄附者に対しては、寄附に対する感謝の意と、市の特産

品等のＰＲを目的に当該産品をはじめとした返礼品の送付を行っている。 

平成 28 年 10 月からは、市内事業者からの提案を得ながら「長岡産」の特産品を返

礼品として贈る取り組みを開始することで、市への「ふるさと納税」への関心を高め、

返礼品を通じた市の魅力を実感いただく機会になると考えており、今後も継続した実

施とさらなるＰＲを図り市への寄附の増加を目指すこととしている。 

一方、平成 28年度は、寄附額・寄附件数の増加にともなう繁忙期については、マン

パワーもノウハウも足りない状態となり、定数人員による直営の運営では臨機応変な

対応が難しい状況となった。 

このことから、平成 29年度の実施については、安定的な運営を前提とし、ノウハウ

とマンパワーを有し臨機応変に対応できる民間業者に業務委託を行うことで、市の魅

力発信・特産品等ＰＲを図り、市への寄附の増加を目指すもの。 

（２）業務期間  

   平成２９年７月１日から平成３０年３月３１日まで 

   ただし、契約締結日の翌日から平成２９年６月３０日までは、業務開始準備期間と

する。 

（３）寄附件数／寄附額 

   平成２８年度実績   ９，０３６件／ １６６，０４１，０５１円 

   平成２９年度見込  １４，０００件／ ２５０，０００，０００円 

   なお、業務期間である平成２９年７月１日から平成３０年３月３１日までは、上記

寄附額のうち、２０９，０００，０００円を見込むもの 

 

３ 業務内容 

（１）寄附の受領等に関する業務 

① 寄附者情報の一元管理 

   ア 受託業者は市と寄附者情報を共有し効率的な運営を行うため、寄附者情報管理

システムを導入すること 

イ 寄附情報については、市が定める項目（寄附件数・金額、寄附者属性など）に



2 

 

ついて例月の集計と報告を行うもの 

  【寄附者情報】 

・市が契約している寄附受付サイト（楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス）を経

由する寄附の申し込みによるもの 

・市窓口等への申し込みなど市が直接受け付けたもの 

  【寄附金の収受情報】 

   ・寄附受付サイトを経由したクレジットカード決済、専用口座（北越銀行、ゆうち

ょ銀行）振り込み、現金書留、市窓口での収受によるもの 

② 寄附者への書類の作成及び送付 

   寄附者管理システムにて管理する寄附者情報に基づいて書類を作成し、送付するも

の。送付においては、封入の入れ違いが生じないよう必要な措置を講ずること。また、

送付書類の事後処理等、事務の効率化となる対応可能な業務があれば提案すること。 

作成、送付する書類は下記ア～エのとおり 

   ア お礼状 

   イ 寄附受領証明書 

     なお、寄附受領証明書を作成するにあたっては、市が提供する専用用紙によっ

て行うこととし受託者はその用紙の使用についてを適正に管理し、その実態を報

告するものとする。 

   ウ 寄附金税額控除に係る申告特例申請書及び返信用封筒（送付希望があった者に

対してのみの送付とする。） 

   エ その他市が指示する書類、市のＰＲ冊子等 

     

（２）寄附に対するお礼に関する業務 

①返礼品の企画・提案 

    受託業者は、市が別途定めている「平成２９年度ふるさと長岡への応援寄附金（ふ 

るさと納税）お礼の品提案募集要領」を遵守し、市の魅力を伝えることができる返礼

品を提案すること。 

   ア 返礼品は幅広く提案すること（食品、加工品、工芸品、市内で利用可能なサー

ビス提供型プラン、季節限定品など） 

   イ 提案された返礼品をもとに、市と受託者は双方で協議、調整のうえ、返礼品を

決定する。 

   ウ 新たな返礼品の開発に向けて、返礼品取扱い業者との各種調整を十分に行うこ

と。 

②返礼品調達および発送 

   返礼品発送は、システムにて管理する寄附者情報によって行うものとし、寄附金の

入金が確認でき次第速やかに行うものとする。 

   また、下記については返礼品協力事業者との調整を十分に行ない、寄附者への返礼
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品の送付に支障がないようにすること。 

   ア 返礼品の調達については、安定的な供給と品質の管理を行うこと。 

   イ 返礼品の発送については、発送方法や発送状況について管理を行うこと。 

   ウ 返礼品は、受託者に変わって直接生産者から送付できるものとするが、この場

合は、受託者はあらかじめ下請通知書を提出しなければならない。合わせて市の

保有する個人情報の取り扱い委託の再委託承認申請書を提出し、再委託先と「個

人情報取扱委託に関する覚書」を締結した際には、その写しを提出しなければな

らない。 

   エ 上記の発注に係る費用（返礼品代金及び配送代）は、受託業者が返礼品協力業

者及び配送業者へ支払うこと。 

   オ 上記エで支払いを行った実費については、業務委託料と合わせて市に請求する

こと。なお、請求を行う際は、その支払いの詳細が分かるものを添付すること。 

   カ 当該業務においては、委託開始前に寄附のあった方に対して返礼品を発送する

場合も同様とする。 

③ 市の魅力発信・特産品等ＰＲ 

   市が実施するＰＲの他に実施可能な、下記についての提案をすること    

ア 市が目指す寄附額達成のための効果的なＰＲについての提案 

  イ 返礼品を通じた市の魅力発信や認知度向上のため実施可能な取り組みについての

提案 

  【市が実施するＰＲ媒体】 

   ・ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」竹チョイス  

   ・ＷＥＢサイト「楽天ふるさと納税」一括お任せプラン 

   ・市ＨＰへの掲載 

   ・長岡市「ふるさと納税ランディングページ」 

   ・「ふるさと長岡への応援寄附金」パンフレット 40,000部作成 

 

（３）その他の業務 

 ①寄附者からの問い合わせ及び苦情への対応 

  寄附者からの以下の事項について電話又は電子メールにより対応すること。 

なお、対応時間は、原則として、月曜日から金曜日の午前１０時から午後６時まで（祝

日を除く。）とするが、市と協議して決定することとする。 

  ア 返礼品の内容について 

  イ 返礼品の発送状況 

  ウ 返礼品に関する苦情・事故への対応 

    苦情・事故があった場合は、経過及び対応について速やかに市へ書面により報告

し、指示に従うこと。 

  エ お礼状及び寄附受領証明書等の発送状況について 
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  オ その他市が指示する事項 

②その他 市のふるさと納税業務に関する提案 

   上記以外の市のふるさと納税業務において効果的な提案をする。 

 

４ 委託成果品 

（１）実績報告 

受託者は、毎月の返礼品送付業務について、市の指定する日までに返礼品送付実績

報告書を市へ提出し、検査を受けるものとする。 

（２）完了検査 

受託者は、契約期間終了後に市の定める委託完了届を提出し、市の検査を受けるも

のとする。 

 

５ 経費内訳及び支払い方法 

（１）経費内訳 

経費は、以下のとおりとする。 

①事務運営費（寄附者からの問い合わせ及び苦情等への対応に係る経費を含む） 

②市の魅力発信・特産品等ＰＲ経費 

③返礼品及び送付費（業務実績に基づくもの） 

（２）支払い方法 

返礼品送付実績報告書提出後の毎月払いとする。 

 

６ 法令の遵守 

受託者は業務の実施に当たり、長岡市契約規則、長岡市個人情報保護条例、その他関

係法令・条例等を遵守しなければならない。 

 

７ 秘密の保持 

受託者は、長岡市個人情報保護条例（平成 27 年長岡市条例第 31 号）を遵守し、本業

務の履行に際し知り得た秘密を他の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。委託

期間終了後も同様とする。 

 

８ 情報セキュリティの確保 

委託業務の履行に当たり、個人情報を含む情報の取扱について、情報セキュリティの

重要性を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するため、

適切な管理を行わなければならない。 

 

９ 寄附情報の保存 

受託者は、委託業務に関する資料を書面又は電磁的記録により一定期間保存すること。 
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10 再委託の禁止 

再委託は、原則認めない。ただし、書面により市の承認を得た場合は、この限りでな 

い。 

11 報告及び検査 

市は、必要があると認めるときは、受託者に対して、委託業務の履行情報その他必要

な事項について、報告を求め検査することができる。 

 

12 必要事項の補充 

受託者が本業務を実施するにあたり、本仕様書に記載のないものであっても、技術上

当然と認められる事項については、市と受託者の協議の上、決定する。 

 

 

 


